
在宅歯科医療推進設備整備事業補助金交付要綱

平成 2 9 年 ８ 月 1 0 日

福祉保健部健康増進課

（趣旨）

第１条 県は、宮崎県地域医療介護総合確保基金条例（平成26年宮崎県条例第65号）第１

条に定める基金を活用し、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法

律（平成元年法律第64号）第４条に規定する都道府県計画に掲げる事業として実施する

在宅歯科医療推進設備整備事業を行う者に対し、予算で定めるところにより補助金を交

付するものとし、その交付については、地域医療介護総合確保基金管理運営要領（平成

26年９月12日付け医政発0912第５号厚生労働省医政局長通知）及び補助金等の交付に関

する規則（昭和39年宮崎県規則第49号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱に定めるところによる。

（補助事業者）

第２条 前条の補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たす者とする。ただし、

中山間地域（宮崎県中山間地域振興条例（平成 23 年条例第 20 号）第２条に定める区域）
の患者を診療している（又は今後診療予定の）者を優先とする。

(１) 次の要件のいずれかに該当すること。

ア 当該年度に新たに在宅歯科診療を実施する歯科医療機関の長

イ 在宅歯科診療を実施している歯科医療機関で当該年度に新たに地域を拡充するも

の又は嚥下内視鏡を導入する者（既存機器の更新を除く。）。

(２) 県税に未納がないこと。

(３) 地方税法（昭和25年法律第226号）第321条の４及び各市町村の条例の規定により、

個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等（宮崎県内に

居住している者に限る。）の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特

別徴収を開始することを誓約した者。

(４) 前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」

という。）若しくは同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(５) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

（補助対象経費及び補助額）

第３条 第１条の補助金の交付の対象となる経費は別表第１欄に定める対象経費とし、そ

れについての補助額は第１号の額と第２号の額とを比較して少ない方の額に同表第３欄

に定める補助率を乗じて得た額（1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て

た額）以内とする。

(１) 別表第１欄に定める対象経費の実支出額と同表第２欄に定める基準額を比較して

少ない方の額



(２) 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額

（補助金の交付の申請）

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税

等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当

該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて

得た額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでな

い者については、この限りでない。

（申請書に添付すべき書類）

第５条 規則第３条第１号及び第２号の様式並びに同条第４号の規定により補助金等交付

申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(１) 事業計画書（別記様式第１号）

(２) 経費所要額調書（別記様式第２号）

(３) 収支予算書（別記様式第３号）

(４) 第２条第２号に係る納税証明書（県税に未納がないことの証明）（申請を行う日か

ら３か月以内のもの。写しでも可。）

(５) 第２条第３号に係る個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書（法人の場合）

（別記様式第４号）

(６) 第２条第４号に係る誓約書（別記様式第５号）

(７) 見積書（写し可）

(８) 購入機器等の仕様書又はカタログ等その他参考となる資料

(９) その他知事が必要と認める書類

（補助条件）

第６条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(１) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が

行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(２) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事に報告して承認を受け

ること。

(３) 補助事業に係る関係書類の保存については、基金事業に係る収入及び支出を明ら

かにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿

及び証拠書類を事業が完了する日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、

その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておくこと。

(４) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の

全部又は一部を県に納付させることがあること。

(５) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図るこ

と。



(６) 補助事業を行う者が前各号に掲げる条件のいずれかに違反した場合は、この補助

金の全部又は一部を県に納付させることがあること。

（申請の取下げのできる期限）

第７条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定

の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

（軽微な変更の範囲）

第８条 規則第10条第２項ただし書の規定により知事の定める軽微な変更の範囲は、補助金

額の増額を伴わないものであって、事業実施年度における補助対象経費の額30％以内の

変更とする。

（計画変更の承認）

第９条 規則第10条第２項の規定により同項第１号の内容の変更をしようとするときは、

あらかじめ変更承認申請書（別記様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出

し、その承認を受けなければならない。

(１) 変更後の事業計画書

(２) 変更後の経費所要額調書

(３) 変更後の収支予算書

(４) その他知事が必要と認める資料

（補助金の交付方法）

第10条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、知事が特に必要があると認める

場合は、概算払により交付する。

（実績報告）

第11条 規則第14条第１項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添

えて、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった

年度の翌年度の４月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(１) 事業報告書（別記様式第１号）

(２) 経費所要額精算書（別記様式第７号）

(３) 収支決算書（別記様式第３号）

(４) 支出を証する書類

(５) 購入医療機器等の写真

(６) その他知事が必要と認める書類

２ 第４条ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請

をした者は、前項の実績報告をする場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費

税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければな

らない。

３ 第４条ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請

をした者が第１項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当



該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（その金額

が０円の場合も含む。）を仕入れに係る消費税等相当額報告書（別記様式第８号）により

速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度の６月30日までに報告するとと

もに、知事の返還命令を受けて当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額の全部又

は一部を返還しなければならない。

（実施状況報告）

第12条 補助事業者は、補助事業の実施状況について、補助事業の完了した年度以降の３

年間は、事業実施状況報告書（別記様式第９号）を翌年度の４月20日までに知事に提出

しなければならない。

（財産処分の制限）

第13条 規則第21条第１項ただし書の規定により知事の定める期間は、減価償却資産の耐

用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定められている耐用年数に相当す

る期間とする。

２ 規則第21条第１項第２号の規定により知事の定める財産は、１件当たりの取得価格が

30万円以上の機械及び器具とする。

（書類の提出部数等）

第14条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、それぞれ１部とし、

その様式は、規則に定めるものを除き、別記に定めるところによる。

（雑則）

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成29年８月10日から施行し、平成29年度の予算に係る在宅歯科医療推

進設備整備事業補助金から適用する。

２ 在宅介護者への歯科口腔保健推進設備整備事業補助金交付要綱（平成26年１月23日定

め）は、廃止する。（ただし、補助金交付の条件に係る規定の適用については、なお従

前の例による。）

３ 在宅歯科医療新規参入促進事業費補助金交付要綱（平成26年12月９日定め）は、廃止

する。（ただし、補助金交付の条件に係る規定の適用については、なお従前の例による。）

附 則

この要綱は、令和２年９月30日から施行し、令和２年度の予算に係る在宅歯科医療推

進設備整備事業補助金から適用する。

附 則

この要綱は、令和４年８月１日から施行し、令和４年度の予算に係る在宅歯科医療推

進設備整備事業補助金から適用する。
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